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う
っ
か
り
忘
れ
て
納
付
期
限
を
過

ぎ
て
い
た
。
忙
し
く
て
金
融
機
関
の

窓
口
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

支
払
う
時
間
が
な
い
と
い
う
人
は
、

便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。な
お
、ま
と
め
て
前
払
い（
前
納
）

す
る
と
保
険
料
が
割
引
さ
れ
ま
す
。

口
座
振
替
の
種
類

①
２
年
前
納

　

（
４
月
～
翌
々
年
３
月
分
）

②
１
年
前
納

　

（
４
月
～
翌
年
３
月
分)

③
６
カ
月
前
納(

４
月
～
９
月
分
、

　

10
月
～
翌
年
３
月
分)

④
当
月
末
振
替(

早
割)

＊
本
来
の
納
付
期
限
よ
り
も
１
カ
月

早
く
口
座
よ
り
振
替
す
る
方
法
で

す
。

⑤
翌
月
末
振
替

＊
保
険
料
の
割
引
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
②
③
④
は
割
引
が
適
用
さ
れ
る
の

で
お
ト
ク
で
す
。

口
座
振
替
の
申
込
み
手
続
き

　

口
座
振
替
を
希
望
の
人
は
、「
国

民
年
金
口
座
振
替
納
付
（
変
更
）

申
出
書
」、
納
付
書
ま
た
は
年
金

手
帳
、
通
帳
、
金
融
機
関
届
出
印

を
持
参
の
う
え
、
希
望
の
金
融
機

関
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。
申
出
書
は
、
年
金

事
務
所
の
窓
口
、
役
場
税
務
住
民

課
に
も
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

口
座
振
替
で
の
前
納
の
申
込

み
は
お
早
め
に

　

口
座
振
替
で
の
平
成
30
年
度
２

年
前
納
、
１
年
前
納
、
６
カ
月
前

納(

４
月
～
９
月
分)

の
締
め
切

り
日
は
、
平
成
30
年
２
月
28
日

(

水)

で
す
の
で
、
早
め
に
申
込

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
口
座
振
替
で
納
付
さ
れ
て
い
る

人
は
、
再
度
の
申
込
み
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
１

年
前
納
か
ら
２
年
前
納
へ
の
変

更
な
ど
、
振
替
方
法
を
変
更
さ

れ
る
場
合
は
、
再
度
申
込
み
が

必
要
で
す
。

【
問
合
せ
先
】

　

日
本
年
金
機
構

　
　
　

鳥
取
年
金
事
務
所

　
☎　（
０
８
５
７
）27
ー
８
３
１
１

　

役
場
税
務
住
民
課

　
☎
75
ー
４
１
１
８

な
っ
て
取
組
む
強
い
意
思
を
示
す

た
め
、
智
頭
町
議
会
は
平
成
29
年

９
月
定
例
会
で
「
交
通
事
故
の
な

い
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
宣

言
」
の
決
議
を
し
ま
し
た
。

　

町
民
一
体
と
な
っ
て
、
交
通
事

故
や
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
、
安
全
・

安
心
で
明
る
い
ま
ち
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
。

【
問
合
せ
先
】　

役
場
総
務
課

　
　
　
　
　

☎
75
ー
４
１
１
１

　

交
通
事
故
の
な
い
安
全
で
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
は
、
町
民
全
て
の
願
い

で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
町
内
で
も
死
亡

事
故
が
発
生
し
、
尊
い
命
が
犠
牲
と

な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
交
通
事
故
の
悲
惨
さ
や

飲
酒
運
転
の
悪
質
さ
・
危
険
性
を
町

民
一
人
ひ
と
り
が
深
く
認
識
す
る
と

と
も
に
、
運
転
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
家
族
や
職
場
、
行
政
が
一
体
と

「
交
通
事
故
の
無
い
安
全
・
安
心
な

　
　
　
　

ま
ち
づ
く
り
宣
言
」
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
は

前
納
が
お
得
で
す

明
る
い
車
社
会
の
実
現
の
た
め
の
垂
幕
を
役
場
庁
舎
に
設
置
し
ま
し
た
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「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」

　
　
　

  

を
知
り
ま
し
ょ
う

　

「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関

す
る
法
律
」（
以
下
「
部
落
差
別
解

消
推
進
法
」）
が
平
成
28
年
12
月
16

日
に
公
布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
法
は
、
部
落
差
別
は
許
さ
れ
な
い

も
の
と
の
認
識
の
も
と
に
、
そ
の
解

決
の
た
め
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

部
落
差
別
の
問
題
は
、
日
本
社
会

の
歴
史
的
発
展
の
過
程
で
形
づ
く
ら

れ
た
身
分
階
層
構
造
に
基
づ
く
差
別

に
よ
り
、
国
民
の
一
部
が
経
済
的
・

社
会
的
・
文
化
的
に
低
い
状
態
に
強

い
ら
れ
、
日
常
生
活
の
中
で
様
々
な

差
別
を
受
け
る
な
ど
、
日
本
固
有
の

重
大
な
人
権
問
題
で
す
。

　

今
な
お
、結
婚
の
際
の
身
元
調
査
、

差
別
発
言
、
差
別
投
書
な
ど
の
事
案

の
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
差

別
を
助
長
す
る
よ
う
な
内
容
の
書
込

み
が
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
案
も
発
生

し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
行
為
は
、
他
人
の
人
格

や
尊
厳
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
り
決

し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
同
和
問
題
を
ま
ず
正
し
く
理
解

す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

※
部
落
差
別
解
消
推
進
法
の
目
的

　

　（
第
１
条
）

　

こ
の
法
律
は
、
現
在
も
な
お
部
落

差
別
が
存
在
す
る
と
と
も
に
、
情
報

化
の
進
展
に
伴
っ
て
部
落
差
別
に
関

す
る
状
況
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
全
て
の
国
民
に
基
本

的
人
権
の
享
有
を
保
障
す
る
日
本
国

憲
法
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
部
落
差

別
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
の

認
識
の
下
に
こ
れ
を
解
消
す
る
こ
と

が
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

部
落
差
別
の
解
消
に
関
し
、
基
本
理

念
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公

共
団
体
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
相
談
体
制
の
充
実
等
に
つ

い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
部
落
差

別
の
解
消
を
推
進
し
、
も
っ
て
部
落

差
別
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

※
部
落
差
別
解
消
推
進
法
の
基
本
理

　
念
（
第
２
条
）

　

部
落
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策

は
、
全
て
の
国
民
が
等
し
く
基
本
的

人
権
を
享
有
す
る
か
け
が
え
の
な
い

個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
部
落
差

別
を
解
消
す
る
必
要
性
に
対
す
る
国

民
一
人
一
人
の
理
解
を
深
め
る
よ
う

努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
部
落
差
別
の

な
い
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
旨
と

し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※
法
の
ポ
イ
ン
ト

・「
現
在
も
な
お
部
落
差
別
が
存
在

す
る
」
と
い
う
認
識
が
法
律
で
示

さ
れ
ま
し
た
。

・
部
落
差
別
の
解
消
に
必
要
な
教

第
45
回
部
落
解
放
智
頭
町
研
究
集
会

日
時　

２
月
25
日
（
日
）

　
　
　

午
後
１
時
～
４
時
20
分

　
　
　

受
付　

午
後
０
時
30
分
～

　
　
　

開
会　

午
後
１
時
～　
　

　
会
場　

智
頭
町
総
合
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　

大
集
会
室
他

講　

演　

　

「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」
の

　

具
体
化
に
向
け
て

育
・
啓
発
の
必
要
性
が
明
記
さ
れ

ま
し
た
。

　

法
が
成
立
し
て
１
年
が
経
過
し
ま

し
た
が
教
育
及
び
啓
発
が
今
後
も
必

要
で
す
。

　

差
別
解
消
に
向
け
た
取
組
と
し
て
、

部
落
解
放
智
頭
町
研
究
集
会
を
開
催

し
ま
す
の
で
多
数
参
加
く
だ
さ
い
。

講　

師　

　

近
畿
大
学

　
　
　
　

人
権
問
題
研
修
所
教
授

　

一
般
社
団
法
人
部
落
解
放･

　
　
　
　

人
権
研
究
所
代
表
理
事

　
　

奥
田　

均
さ
ん

分
散
会

　

午
後
３
時
10
分
～
４
時
20
分　
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